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不在者財産管理人選任の申立てについて 

 

●概要 

従来の住所又は居所を去り，容易に戻る見込みのない者（不在者）に財産管理人が

いない場合に，家庭裁判所は，申立てにより，不在者自身や不在者の財産について利

害関係を有する第三者の利益を保護するため，財産管理人選任等の処分を行うことが

できます。 

このようにして選任された不在者財産管理人は，不在者の財産を管理，保存するほ

か，家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で，不在者に代わって，遺産分割，不動産

の売却等を行うこができます。 

 

●申立権者 

利害関係人（不在者の配偶者，相続人にあたる者，債権者など），検察官 

 

●管轄（申立書を提出する裁判所） 

不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所 

不在者の従来の住所地又は居所地が山口県内の場合の申立先は，次のとおりです。 

（不在者の従来の住所地又は居所地） （申立先） 

山口市，防府市 
美祢市のうち，旧美祢郡美東町・秋芳町 

山口家庭裁判所（本庁） 
〒753-0048 山口市駅通り１－６－１ 
☎０８３－９２２－９１４８ 

周南市，下松市，光市 
山口家庭裁判所周南支部 
〒745-0071 周南市岐山通り２－５ 
☎０８３４－２１－２６９８ 

萩市，長門市，阿武郡 
山口家庭裁判所萩支部 
〒758-0041 萩市大字江向４６９ 
☎０８３８－２２－００４７ 

岩国市，玖珂郡 
柳井市，大島郡，熊毛郡（※） 

山口家庭裁判所岩国支部 
〒741-0061 岩国市錦見１－１６－４５ 
☎０８２７－４１－３１８１ 

下関市 
山口家庭裁判所下関支部 
〒750-0009 下関市上田中町８－２－２ 
☎０８３－２２２－２８９９ 

宇部市（船木出張所の所轄区域を除く。） 
山口家庭裁判所宇部支部 
〒755-0033 宇部市琴芝町２－２－３５ 
☎０８３６－２１－３１９８ 

山陽小野田市，美祢市（旧美祢郡美東町・秋芳
町を除く。） 
宇部市のうち，船木，東万倉，西万倉，奥万
倉，矢矯，芦河内，今富，東吉部及び西吉部 

山口家庭裁判所船木出張所 
〒757-0216 宇部市大字船木１８３ 
☎０８３６－６７－００３６ 

 ※不在者の従来の住所地又は居所地が，柳井市，大島郡及び熊毛郡の方は，山口家庭裁
判所柳井出張所（〒742-0002 柳井市山根１０－２０，☎０８２０－２２－０２７
０）に申立書を提出することもできますが，審判手続は山口家庭裁判所岩国支部で行
われます。 
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●申立てに必要な費用 

□ 収入印紙・・・８００円分（申立手数料） 

□  予納郵便切手・・１００円を８枚，８４円を１５枚，２０円を１０枚，１

０円を１０枚，５円を４枚，２円を１０枚 

※ 収入印紙及び郵便切手は裁判所では販売していません。郵便局等で購入し

てください。 

 

●添付書類 

□ 不在者の戸籍謄本（全部事項証明書） 

□ 不在者の戸籍附票 

□ 財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票 

□ 不在の事実を証する資料 

□ 不在者の財産に関する資料（不動産登記事項証明書，預貯金及び有価証券

の残高が分かる書類（通帳写し，残高証明書等）等 

□ 申立人の利害関係人を証する資料（戸籍謄本（全部事項証明書），賃貸借

契約書写し，金銭消費貸借契約証書利害関係人からの申立ての場合，利害関

係を証する資料（戸籍謄本，金銭消費貸借契約書写し等） 

※ 同じ書類は１通で足ります。 

※ もし，申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合，その戸籍等は，申立後

に追加提出することでも差し支えありません。 

※ 審理のために必要な場合は，追加資料の提出をお願いすることがありま

す。 

 

●手続の内容に関する説明 

Q1．「不在」であることに関して，家庭裁判所はどのような審理をするのです

か。 

A1. 家庭裁判所は，申立書や所在不明となった事実を裏付ける資料を確認した

上で，申立人から事情を聴いたり, 不在者の親族に照会したりします。 

Q2．財産管理人になるには, どのような資格が必要ですか。 

A2. 資格は必要ありませんが，財産管理人は，不在者の財産を管理するために

選ばれるものですので，職務を適切に行えることが必要です。通常，不在者

との関係や利害関係の有無などを考慮して，適格性が判断されているようで

す。場合によっては，弁護士，司法書士などの専門職が選ばれることもあり

ます。 

Q3. 財産管理人は，どのような職務を行うのですか。 

A3. 主な職務は，不在者のために，財産を管理し，財産目録を作り，家庭裁判

所に報告することです。最初の職務は，不在者の財産を調査して，財産目録

や管理報告書を作成し，家庭裁判所に提出することです。その後も，家庭裁

判所から定期的に不在者の財産状況の報告を求められることがあります。 

財産管理人が本人の財産を不正に費消した場合などには，財産管理人を改



  (Ｒ元．１０改訂) 

                                  

任されるほか, 損害賠償請求を受けるなど民事上の責任を問われたり，業務

上横領などの罪で刑事責任を問われたりすることもあります。 

Q4. 財産管理人が，不在者に代わって遺産分割協議をする場合や，不在者の財

産を処分する必要がある場合，どのような手続が必要になるのですか。 

A4. 「権限外行為許可」という手続が必要となります。財産管理人は，民法１

０３条に定められた権限を持っていますが，それは主に財産を保存すること

です。遺産分割協議をしたり，不在者の財産を処分する行為は，財産管理人

の権限を超えていますので，このような行為が必要な場合は，別に家庭裁判

所の許可が必要となります。 

Q5. 財産管理人には報酬が支払われるのですか。 

A5. 財産管理人から請求があった場合, 家庭裁判所の判断により, 不在者の財

産から支払われることになります。 

Q6. 財産管理人の職務は，いつまで続くことになるのですか。 

A6. 不在者が現れたとき，不在者について失踪宣告がされたとき，不在者が死

亡したことが確認されたとき，不在者の財産がな<なったとき等まで，財産

管理人の職務は続くことになります。申立てのきっかけとなった当初の目的 

(例えば，遺産分割など) を果たしたら終わりというものではありません。 

不在者が現れたときには不在者であった者に，不在者について失踪宣告が

されたり不在者が死亡したときは不在者の相続人に，それぞれ財産を引き継

ぐことになります。  


